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　新年、明けましておめでとうございます。

　昨年は、１月８日から９月末まで、限られた

解除期間を除けば、ずっとコロナ感染に対する

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の発令が

続き、一昨年以上に国民の生活や経済活動に大

きな悪影響があった一年となりました。さらに、

新年になって、変異型のオミクロン株の拡大な

ど第6波の到来が危惧されており、コロナ禍以

前の生活に戻れるのかどうか先行きが不透明な

状況となっています。

　また、昨年は、サンマをはじめサケ・イカな

どの大不漁、燃油の高騰、北海道での大規模な

赤潮の発生、小笠原諸島の火山爆発に伴う軽石

の広域的な漂流漂着など、自然や社会構造の大

きな変化を実感させられた厳しい年となりまし

た。

　このような状況に対応するため、国において

は、新たな資源管理の着実な実行と漁業経営の

安定、コロナ禍や海洋環境の変化等の中での水

産業の成長産業化の促進、防災・減災・国土強

靱化の推進などを柱とする令和３年度補正予算

を成立させ、令和４年度当初予算（政府案）と

合わせて、前年以上の規模の予算が組まれてい

るようです。

　一方、昨年３月末には東日本大震災からの復

興の総仕上げと位置付けられた復興・創生期間

が終了し、被災地域における災害復旧や復興工

事はおおむね完了しましたが、一部事業で完了

に至らない地区があったため、当センターにお

いても未だ、現地に職員を派遣し、復旧・復興

事業の早期完了に努めているところです。

　さらには、磯焼けや激甚化する豪雨・台風災

害の原因とされる地球温暖化を防止するため、

昨年11月に英国グラスゴーでの国連気候変動枠

組条約第26回締約国会議 (ＣＯＰ26)において、

岸田首相が2030年度に温室効果ガスを2013年度

比で46パーセント削減することを目指すと表明

しました。それを実現する重要な要素となる洋

上風力発電施設の整備を促進するため、海洋再

生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の

利用の促進に関する法律に基づき、これまでに

４つの海域において事業者が選定されました。

しかしながら、漁業者は、選定事業者による十

分な漁業影響調査の実施と漁業への支障を十分

考慮した丁寧な説明・協議の実施などを求めて

おり、スムーズに洋上風力発電施設の整備が進

むのかが注目されます。

　このような水産業や漁港漁村を取り巻く状況

変化を踏まえて、当センターでは、令和４年に

次のような業務に主に取り組んでいきたいと思

います。

（１）東日本大震災被災地の復旧・復興支援の

早期完了

（２）被災時に支援を行う災害復旧支援協定の

締結促進

（３）直轄漁港漁場整備事業や技術者不足の市

町村等への発注者支援

（４）水産基盤施設の長寿命化対策や磯焼け対

策、サンゴ増殖等の調査研究の推進

（５）水産工学技士養成など技術者の育成

（６）漁業操業実態調査に基づく調和のとれた

洋上風力発電施設の整備促進への協力

　　

　おわりに、当センターが皆様方の不安や疑問

等を解消する機関となれるよう努力し、また、

令和４年こそ、皆様にとりまして希望の持てる

良い年となりますよう祈念し、新年のご挨拶と

いたします。

年頭の挨拶

一般社団法人水産土木建設技術センター理事長 　吉　塚　靖　浩
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　増殖場整備を計画する際は、整備対象場所に

おいて、その効果を最大限に発揮できるように設

計する必要がありますが、その設計条件を決める

ため、事前に現地の漁場環境調査を実施します。

　当センターでは、増殖場の整備に係る設計業

務を長年にわたり受注しており、最新の技術と

調査機器により実施しています。

　調査の主な流れは下記①～⑤の通りです。

①整備対象の候補地の海底地形測量や底質の調

査を行う。

↓

②①の調査結果をもとに、地元と調整を行い、実

際に増殖場を整備する場所を大まかに絞り込む。

↓

③②で決定した場所を対象に生物分布（海藻・魚

類・植食生物等）、流況、底質・底生生物調査を行う。

↓

④③の調査結果をもとに、地元と調整を行い、

増殖場を整備する詳細な位置を決定する。

↓

⑤各調査結果と沖波等の波浪条件をもとに、使

用する基質の安定計算を行い、増殖場の機能を

より発揮できる配置計画を立てる。

　上記②、④の地元との調整については、発注

者主導で実施していただきますが、増殖場整備

に適当と思われる場所は、当センターから担当

者様へ中間報告等でご説明いたします。

　次に、当センターが実施する現地調査の方法

をご紹介します。

［海底地形測量、底質調査］

　調査は、インターフェロメトリ音響測深機を

使用して行います。これにより、水深、サイド

スキャン画像、底質が一つの工程で把握できる

ため、正確かつ効率的に調査を実施することが

可能です。取得されたデータは後日解析し、水

深図、等深線図、底質分布図、サイドスキャン

画像等を作成します。これらの画像は重ね合わ

せて表現できるため、より海底の状況をイメー

ジしやすい図面を作成することが可能です。こ

こでの底質調査は、岩盤の張出しや沈み瀬の有

無を確認するためのものです。

　調査船の位置の決定はGNSSを使用します。当

センターでは、みちびき（準天頂衛星システム）

対応のGNSSを使用するため、より正確な結果を

得ることが可能となっています。

　調査結果より、増殖場整備に適した水深、海

底地形、底質の位置を把握し、工程②の場所の

絞り込みを行います。

増殖場整備に係る設計業務について

当センター長崎支所 漁場開発部次長 　石　丸　　　聡

インターフェロメトリ音響測深機

成果図の例
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［生物分布調査］

　調査は、工程②で絞り込まれた場所を中心に

100m ～ 200mの潜水測線ロープを敷設し、この

測線に沿ってスキューバ潜水により、海底状況

（水深、底質、湧水の有無など）、海藻類の繁茂

状況（出現種類、被度）、磯焼け区域の確認、

生物相（大型底生動物、植食性魚類、有用生物

の分布）を観察します。

 

潜水調査要領図

［流況調査］

　調査は、電磁式流速計を使用し、基質の安定

計算に必要な最大流速の把握や、増殖対象が海

藻類の場合は、増殖場整備後に海藻の胞子がど

のように広がるのかを把握するために実施しま

す。最大流速の把握は海面下2m、胞子の流れの

把握は海底上1mに流速計を設置します。

 

電磁式流速計（例） 

流速計の設置例

［底質・底生生物調査］

　調査は、調査船を対象地点に固定したのち、

採泥器（スミス・マッキンタイヤ型採泥器等）

を使用して試料を採取します。

　底質の把握は粒度分析（JIS-A1204：ふるい分

析）を行い、分析の結果、粒径が極度に小さい

（泥・シルト等）場合は、増殖場の整備後に沈下や

埋没の恐れがあるため代替候補地を検討します。

　底生生物調査は、増殖対象種の餌料動物の生

息状況を把握するために実施します。分析項目

はマクロベントスとし、種の同定、個体数及び

湿重量を計測します。

 

採泥器（例）

底質・底生生物調査の概要図

　以上の流れで現地調査を実施し、得られた調

査結果から、増殖場整備に最も適した場所を選

定し、増殖対象種に応じた施設の構造及び配置

計画を策定します。

　最後に、調査を安全でスムーズに進めるため

には、地元の漁業者の方々の協力が必須です。

増殖場整備の計画時に、地元の漁協などで説明

会を開き、整備による効果とその必要性を十分

理解して頂くことが大切だと考えます。沿岸漁

業の生産力向上に、より力を発揮する増殖場が

完成することを期待しています。
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１．開催の経緯

　藻場が衰退・消失する磯焼けが日本全国の沿

岸域で問題となって久しいですが、東日本大震

災による津波で大きな被害を受けた岩手県沿岸

域においても、この10年ほど減少傾向が継続し

ており、藻場面積は震災前の半分以下に減少し

ています（図−１）。

 

図−１　岩手県内の岩礁性藻場推移
（岩手県藻場保全・創造方針より）

　陸前高田市においても状況は同様で、本来ア

ラメやコンブからなる豊かな藻場が形成されて

いましたが、ウニの食害が主要因と考えられる

磯焼けが拡大しており、広田湾漁協や漁業者の

皆さんは磯焼けへの対応に悩まれていました。

そこで、藻場をいかに回復させるかを考える場

として、陸前高田市が第一回磯焼け対策勉強会

を開催しました。市からの相談を受け、私（当

センター完山）と株式会社アルファ水工コンサ

ルタンツの綿貫氏の２名で講師を務めました。

　2021年12月9日に開催された勉強会は第一部

「全国の磯焼け対策の現状と対策」、第二部「岩

手県陸前高田の磯焼け対策」の構成で、漁業者

を中心に約60名が参加し、参加者からは有意義

な勉強会であったとの感想をいただきました。

 

２．第一部～全国の磯焼け対策の現状と対策～

　第一部では、「全国の磯焼け対策の現状と対

策」について私から紹介しました。

　磯焼け発生のメカニズムや全国的な磯焼け状

況、磯焼け対策の実施計画、磯焼け対策技術、

全国の実施事例まで多岐に渡る内容を１時間に

まとめ、説明しました。全ての内容が現地の磯

焼け対策に直接的に役立つとは限りませんが、

藻場や磯焼けについて幅広い知識を持っておく

ことは、今後磯焼け対策を進める上でとても重

要なはずです。特に忘れないで欲しいこととし

て、結果を振り返りながら磯焼け対策を継続す

ることの重要性を強調しました。

　さらに、現地の主要な藻場回復阻害要因と考

えられるウニの食害対策手法について詳しく説

明しました。中でも特に関心を集めたのはウニ

フェンスを活用した磯焼け対策※でした。現地

に適した手法での活用が期待されます。

　（※ウニフェンスで囲った範囲内へのウニの

侵入を抑え、フェンス内のウニを除去すること

で、母藻や海藻の幼体をウニの食害から守るこ

とが期待できます。）

 

陸前高田市での磯焼け対策勉強会への参加について

当センター東京本部調査研究部 　完　山　 　暢

図−２　勉強会の様子
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３．第二部～岩手県陸前高田の磯焼け対策～

　第二部では、現地で考えられる具体的な磯焼

け対策について「岩手県陸前高田の磯焼け対策」

と題して綿貫氏が講演しました。

　岩手県内で過去にどのような磯焼け対策が実

施され、どのような効果があったのか、更に磯

焼け要因として何が考えられるのか、分かりや

すく解説しました。そのうえで、陸前高田市の

現状を鑑みて具体的な対策を提案しました。

 

図−４　提案された磯焼け対策の概念図

 ● 沿岸域に点在している局所的な浅場は流れが

速いため、ウニの食害を免れた小規模な藻場

が残っている場所であると考えられる。

 ● その小規模な藻場を保護するようにウニフェ

ンスで囲う。

 ● ウニフェンス内のウニを徹底的に除去し、海

藻のタネの供給源とする。

 ● その後、ウニフェンスで囲む範囲を拡大する

とともに藻場を拡大させる。

　提案した対策は上記のような流れです。なお、

このような対策が可能と思われる場所が複数あ

れば同時に進めると効果的ですが、組織の体制

を考慮して計画を立てる必要があります。

他にもウニ除去により藻場回復の成果が出た全

国の事例と除去したウニの有効利用方法（キャ

ベツウニ等）を紹介し、参加者の関心を集めて

いました。

４．おわりに

　勉強会実施後に陸前高田市が参加者に実施し

たアンケートでは、今後も継続した勉強会の開

催を望む声が約85％を占め、磯焼け対策への高

い関心が伺えました。さらに「徹底したウニ除

去に取り組んでいきたい」という具体的なコメ

ントもあり、今後どのような活動が実施される

か楽しみです。一方で、漁業者の高齢化は全国

的な課題となっており、陸前高田市でも活動員

の確保や効率的な磯焼け対策計画が求められま

す。当センターとして今後も可能な限り協力し

て、漁業者や市とともに磯焼け対策へ取り組ん

でいく考えです。

　今回は陸前高田市での取り組みを紹介しまし

たが、磯焼けが全国的な問題となっている昨今、

同様のお悩みをお持ち地域・組織もあろうと思

います。当センターにお役に立ちできることが

あれば、気軽にご相談下さい。

図−３　ウニフェンスの効果により左側の
ウニ除去区で海藻が繁茂

（磯焼け対策ガイドライン第3 版より）
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１　はじめに

　水産工学技士養成講習事業は、平成13年度に、

農林水産事務次官通達が廃止され、水産工学技

士制度に対する国の関与が中止されたことに伴

い、（社）大日本水産会，（社）水産土木建設技

術センター、（社）全国沿岸漁業振興開発協会

及び（社）海洋水産システム協会の４団体が、

環境に優しい水産土木技術の普及と向上を図る

ことを目的とした純民間制度として、新たな水

産工学技士制度を発足させ、水産工学技士制度

の維持発展を図ることとしました。特に、水産

工学技士養成講習会については、（社）大日本

水産会、（社）水産土木建設技術センター及び

（社）全国沿岸漁業振興開発協会（平成15年度

からは（財）日本水産資源保護協会）の３機関

で実施することとなり現在に至っています。

　平成13年度より前、遡りますと昭和61年に水

産土木工事の施工管理技術に関する調査研究や

技術支援を行う（社）水産土木建設技術センター

が設立されました。当センターでは、設立当初

から、水産土木工事に係る優れた施工管理技術

者の育成を目的に、水産土木施工管理技術者（資

格名称は水産土木技士を経て、現在の水産工学

技士に変遷）の養成講習会の実施、水産土木施

工管理技術者の登録及び、名簿の公表等を業務

として行ってきました。

　水産土木施工管理技術者の養成講習会の実施

は、①（社）水産土木建設技術センターの自主

的事業として実施した期間（昭和61−63年度）、

②養成講習会を水産庁と共催し、登録制度は

（社）水産土木建設技術センターの事業として

実施した期間（平成１−６年度）、③農林水産事

務次官通達に基づき、（社）大日本水産会、（社）

水産土木建設技術センター、（社）沿岸漁業振

興開発協会及び（社）漁船協会の４団体共催で

実施した期間（平成６−12年度）、④前述の関係

団体の自主的事業として実施した期間（平成13

年度から現在に至る）に区分されます。（１）

　現在、水産工学技士の登録者数は令和元年度

時点で7,904人を数え、全国で活躍されていま

す。

２　Ｗｅｂ配信講義の試行

　新型コロナウイルス感染症（以下、「コロナ」

という。）対策並びに長期間職場を留守にする

ことが困難な受講希望者の救済措置の一環とし

て、水産工学技士養成講習会福岡会場での試験

に合わせＷｅｂ配信講義（以下「Ｗｅｂ講義」と

いう。）を今年度から試行的に実施しました。

 　

令和３年度の水産工学技士養成事業の実施概要について

一般社団法人水産土木建設技術センター調査役 　吉　田　多真己 

水産工学技士養成講習会（東京会場）
主催者３団体代表挨拶
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　Ｗｅｂ講義は、配信期間中（約１か月間）に

各講義の動画（18科目、講義時間合計1380分(23

時間)）を任意の場所で視聴することができ、

Ｗｅｂ講義受講者には受講決定後にＷｅｂ講義接

続用のパスワードを与えられ、これで受講者だ

けが動画を視聴できるシステムとしました。

　Ｗｅｂ講義の受講者は受講後に、福岡会場で

会場受講者と共に試験を受験することとしまし

た。

　Ｗｅｂ講義の受講者からは、音声の改善等い

くつかの課題を指摘されましたが、自分の都合

に合わせて受講できるといった点が便利であ

り、来年度以降もＷｅｂ講義を継続して欲しい

との声がありました。

 

 

３　概要

（１）水産工学技士養成講習会

　今年度の水産工学技士養成講習会（以下「講

習会」という。）は、Ｗｅｂ講義を含めて４回開

催しました。

　「水産工学技士（水産土木部門）の養成及び

認定登録事業実施要領」の定めに基づき、講義

日数は４日間とされていることから、月曜日か

ら木曜日に講習を行います。また、養成講習終

了に際して試験を実施するとあり、金曜日に試

験を行っています。

　試験成績が、水産工学会が定める基準を満た

した者を養成講習課程修了者として認定し、水

産工学会が企画委員会に氏名及び受講番号を通

知します。企画委員会は、前項の養成講習課程

修了認定者の中から水産生物環境に関する水産

土木事業の知見と技術を有すると認めた者を水

産工学技士として認定します。

　当該令和３年度は、国及び都道府県の新型コ

ロナウイルス感染症蔓延時における講演会等の

開催における方針が示されたことを受けて、講

習生及び研修生の応募人数を開催会場定員数の

50％以下に抑制し開催しました。

Web講義用の配信動画の撮影状況（東京会場）

講師の講義風景（沖縄会場）

ソーシャルディスタンスを意識した千鳥配置の
講習生の座席（沖縄会場）
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　次に示すのが開催会場、定員数、参加者数で

す。

①沖縄会場

・開催期日　令和３年６月７日～６月11日

・開催場所　沖縄県青年会館

・定員数　　180名

・参加者数　 83名

 

講師の講義風景（沖縄会場）

②東京会場

・開催期日　令和３年10月18日～10月22日

・開催場所　東陽セントラルビル

・定員数　　100名

・参加者数　 33名

水産工学技士養成講習会（東京会場）

③福岡会場

・開催期日　令和３年12月６日～12月10日

・開催場所　福岡県中小企業振興センター

・定員数　　162名

・参加者数　 38名

水産工学技士養成講習会（福岡会場）

④Ｗｅｂ講義

・配信期間　令和３年11月８日～12月９日

・試験場所　福岡県中小企業振興センター

・参加者数　 60名

Web 講義受験者が加わった試験会場（福岡会場）
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（２）水産工学技士フォローアップ研修会

　水産工学技士は、５年間の有効期間の中で３

年目以降に１回、水産工学技士フォローアップ

研修（以下「研修」という。）を受講すること

が義務づけられています。研修では、最新の情

報を学び技術力のブラッシュアップを図ること

としています。

　令和３年度の４科目は次表のとおりです。

表―１

№ 講　義　内　容

1 磯焼け対策の現状について

2
水産基盤施設の点検における新技術の

活用について

3 土木工事における環境保全

4
水産基盤施設のストックマネジメント

と日常点検について

　次に示すのが開催会場、定員数、参加者数で

す。

①東京会場

・開催期日　令和３年10月８日

・開催場所　東京都墨田区KFCホール

・定員数　　315名

・参加者数　 82名

 

 

②福岡会場

・開催期日　令和3年10月29日

・開催場所　福岡県中小企業振興センター

・定員数　　324名

・参加者数　149名

 

水産工学技士フォローアップ研修（福岡会場）
受付時手指消毒・体温計測状況

③札幌会場

・開催期日　令和3年11月５日

・開催場所　北海道自治労会館

・定員数　　360名

・参加者数　131名

水産工学技士フォローアップ研修（札幌会場）
受付時手指消毒・体温計測状況

水産工学技士フォローアップ研修（東京会場）
主催者挨拶
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④沖縄会場

・開催期日　令和３年11月26日

・開催場所　沖縄県青年会館

・定員数　　180名

・参加者数　 78名

（３）新型コロナウイルス感染症対策

 人数の抑制による対策に加えて、マスクの常

時着用と鼻と口の両方を覆うよう協力を求めま

した。

 会場に再入室する際にはその都度手指消毒の

協力を求めたことで、一定の対策効果を発現す

ることができたと考えています。

 講師の演台上及び主催者代表者席には、アク

リル板を配置して飛沫拡散の対策を行いまし

た。

 一方で、講習会を沖縄会場、東京会場及び福

岡会場で実施したことに加えて、完全にソー

シャルディスタンスを確保するＷｅｂ講義を試

行しました。

５　企業名簿作成・配布

　令和２年度水産工学技士（水産土木部門）の

資格保有者（合格者及び更新者）を有する企業

名を取りまとめた「令和２年度水産工学技士（水

産土木部門）関係企業等名簿」を作成しました。

この名簿を都道府県の水産基盤整備事業関連部

署及び当センターの会員市町村に等へお送りし

ました。

　平成15年２月12日には、水産庁長官から漁港

漁場工事等施工環境監理者（以下「施工環境監

理者」という。）配置要領の制定が通知されて

おり、現在では、直轄事業のみならず都道府県、

市町村発注の水産土木工事においても施工環境

監理者の配置を義務づけるケースが増えてきて

います。

 これらのことを受けて、施工環境監理者たる

資格の一角を成す水産工学技士の重要性が高ま

りつつあります。

 水産基盤整備事業における施工環境監理者を

適格に配置するための資料として、積極的にご

活用いただくことを願っています。

 

 

６　今後の展開

　一方、一定の押さえ込みが図られたと思われ

ていた新型コロナウイルス感染症ですが、現在、

新たなオミクロン株の感染者について水際で食

い止めようとの行動がとられていますが、先行

きは不透明な状況です。また第６波の到来も危

惧されております。

 このような社会環境の中にあっても、安全の

確保をしつつ水産工学技士の養成を進めなけれ

ばなりません。

 そのため、今後もＷｅｂ講義の試行等安全な講

習の実践に努力していきたいと考えています。

＜参考文献＞

（1）水産工学 Fisheries Engineering　Vol.53

 　No.2、pp.105～109. 2016　［資料］105

　 水産土木技術者の養成　平原昇・明田定満

令和２年度水産工学技士（水産土木部門）
関係企業等名簿
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１　はじめに

　令和３年６月、第204回通常国会において、瀬

戸内海環境保全特別措置法（以下「瀬戸内法」）

が改正されました。平成27年の改正に続くこの度

の改正では、「栄養塩類管理制度の創設」など

の内容が盛り込まれており、これまで「豊かな海」

の実現に向けて、行政・研究機関と連携して様々

な活動を進めてきた漁業者は、より実効性のあ

る取り組みが進展するものと期待しています。

　本稿では、瀬戸内法が改正されたこの機会に、

豊かな海の実現に向けて取り組んできた本県漁

業者の活動経緯を中心にご紹介します。

２　減少する漁獲量と海域の栄養塩類

　兵庫県瀬戸内海区の漁業生産金額の約46％

(令和元年農林水産統計)を占めるノリ養殖業

は、1980年代（Ｓ55 ～）から見られたノリの

色落ち（図１：海水中の栄養塩不足によって

ノリの色素含有量が低下し、外見上の色調が褐

色を呈する状態のこと）が、1996年（Ｈ８）、

1999～2001年（Ｈ11～Ｈ13）に大規模に発生し、

その後も頻発するようになりました（図２）。

　また、漁船漁業の漁獲量も1995年（Ｈ７）頃

を境に減少していきました（図３）。

　その要因の１つとして、海域の栄養塩の低下

が指摘されています。窒素やりんは、栄養塩と

して海の生態系に欠かせない物質で、多すぎる

と赤潮の発生や水質悪化の原因となりますが、

不足する貧栄養の状態になると、植物プランク

トンが十分に育たない透きとおった海となり、

魚がやせ細ったり二枚貝が育たなくなります。

兵庫県水産技術センターの最新の調査研究結果

(Ｈ27 ～Ｒ１年度)では、栄養塩の１つである

ＤＩＮ（溶存無機態窒素）が瀬戸内海の代表的

な漁獲対象種であるイカナゴ資源の減少に影響

を与えていることが証明されています（図４）。

豊かな海の実現に向けて

〈会員の皆様のページ〉

兵庫県農政環境部農林水産局漁港課副課長 　藤　　　克　浩 

図２　ノリ生産量とDIN濃度の推移

図３　漁船漁業漁獲量とDIN濃度の推移
図１　正常なノリ（左）と色落ちしたノリ（右）
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３　豊かな海を取り戻すための取組み

　このような状況の中、漁業者はこれまで豊か

な海を取り戻すため、自らが様々な取り組みを

行うとともに、県、市町等に働きかけ、より効

果が期待できる大規模な取り組みを進めてきま

した。また、瀬戸内海再生に向けた法整備を国

などに求める活動を行ってきました。

　（１）漁業者の森づくり

　まず、「豊かな森は豊かな海をつくります」

を合言葉に、平成11年度から「漁業者の森づく

り」として植樹活動を開始しました（図５）。

また、平成19年度からはコープこうべと協働で

除伐作業など森林整備活動を行っています。

　（２）海底耕うん

　次に、栄養塩の増加や、底質の改善を目的と

して、鋼製の桁を漁船で曳航して海底を掘り起

こす「海底耕うん」を平成16年度から実施して

います。令和２年度は、従来実施してきた水深

10ｍ以浅の浅場での海底耕うんに加えて、比較

的深い海域を、漁船延べ2,713隻で耕うんする

など、取り組みが拡大しています。また、明石

地域では「海底耕うんPROJECT」として活動内容

を紹介するビデオやチラシを作成するなど、一

般の方に海の環境や漁業者の取り組みについて

PRする活動にも力を入れています（図６）。

　（３）ため池の「かいぼり（池干し）」

　更に、ため池にたまった栄養分を海へ供給す

るため、平成20年度から農業者と協働して「か

いぼり」を行っています（図７）。「かいぼり」と

は稲の収穫後にかんがい用のため池から水を抜

き、池の底にたまった泥の除去や、樋の点検修

理を行うもので、本来農作業の１つです。しか

し、本県では高齢化等で実施が困難になってき

た農業者と、栄養塩供給を望む漁業者が連携し

てかいぼりを実施する地域が増えています。令

和元年度には県下58箇所のため池で漁業者・農

業者連携による「かいぼり」が実施されました。

図５　漁業者らによる森づくり

図６　海底耕うんPROJECT

図７　ため池のかいぼり

図４　イカナゴ漁獲量とDIN濃度の推移
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　（４）下水処理場の栄養塩管理運転

　加えて兵庫県では、平成20年度から、下水処

理場で処理水中の窒素濃度を規制の範囲内で増

加させる栄養塩管理運転（図８）の取り組みが

始まりました。令和２年度には県下26施設で実

施されています。

　（５）瀬戸内法の改正（平成27年改正）

　こうした取組みと並行して、海の環境に危機

感を募らせた漁業者は、瀬戸内海の環境再生の

ための法整備を求める活動を立ち上げました。

平成16年７月、環境省はじめ国に陳情活動を

行ったことを皮切りに、翌８月、瀬戸内海関係

漁連で組織する連絡会議を設立、瀬戸内海環境

保全知事・市長会議に新法制定の要請を行いま

した。平成19年１～６月にかけ、瀬戸内海環境

保全知事・市長会議と連携して行った「瀬戸内

海の環境の保全と再生に関する要望書」に賛同

を求めた署名活動では、瀬戸内海住民から141

万人の署名を集めるなど、活動を拡大し、その

後も、国、県、関係団体への粘り強い働きかけ

を続けました。その結果、平成27年９月、瀬戸

内法の一部を改正する法案が国会で可決、「瀬

戸内海を豊かな海とすることを基本理念とす

る」ことなどが法律に明記されました。

４　瀬戸内海の貧栄養化の進行

　しかし、こうした懸命の取り組みにもかかわ

らず、瀬戸内海の貧栄養化に歯止めはかかりま

せんでした。2017年（Ｈ27）の調査結果では、

瀬戸内海は多くの海域で窒素濃度が0.2mg/ℓを

下回るレベルに至っています。この濃度は、水

図８　下水処理施設の栄養塩管理運転
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産生物保護のための水質基準として用いられる

水産用水基準に照らすと「閉鎖性海域では、生

物生産性の低い海域であり、水産利用よりも自

然探訪等の利用を優先させるべき海域」となる

ほどの低レベルです（図９、図10）。

５　栄養塩類管理制度創設までの経緯

　漁業者は、依然として貧栄養化に歯止めがか

からない状況を憂慮し、より実効性ある対策が

実施されるよう、国に瀬戸内法のさらなる改正

を求めました。また、兵庫県では、この法改正

に先立ち、全国初となる「海域の栄養塩濃度の

下限値」の設定や、下水処理場での栄養塩管理

運転の取組み強化に資する条例改正等を行いま

した。

　（１）県が窒素濃度に下限値を設定

　令和元年10月、兵庫県は瀬戸内海の水質の環

境基準を独自に見直す方針を固め、「環境の保

全と創造に関する条例」を改正しました。国の

現行基準では窒素濃度を、工業地帯等を除き

0.3mg/ℓ以下としていますが、この条例改正に

より、兵庫県では同0.2mg/ℓという下限値を設

け、海域の窒素濃度を一定に保つ考えを示しま

した。海水の環境基準に下限値を設けたのは、

これが全国で初めてです。

　（２）県が下水処理場の排水のＢＯＤ基準を

　　　 撤廃

　平成20年度から取り組んできた下水処理場で

の栄養塩管理運転ですが、排水の窒素濃度を高

めようとすると、基準値を超えると罰則が適用

されるＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）の値も

上昇するため、期待されるレベルの窒素濃度で

運転することが出来ない場合がありました。そ

こで兵庫県では、令和元年12月、「水質汚濁防

止法第３条第３項の排水基準に関する条例」を

改正し、知事が定める下水処理場については、

県条例で法律の規定に上乗せして設けてきたＢ

ＯＤの排水基準を撤廃しました。これにより、

播磨灘や大阪湾西部の下水処理場で栄養塩管理

運転に取組みやすい環境になりました。

　（３）栄養塩類管理制度の創設

　　　 （令和３年瀬戸内法改正）

　国は、令和３年６月、第204回通常国会にお

いて、瀬戸内法の一部を再び改正しました。主

な改正点は、①栄養塩類管理制度の創設、②自

然海浜保全地区の指定対象の拡充、③海洋プラ

スチックごみを含む漂流ごみ等の発生抑制対策

を国と自治体の責務とする規程、④気候変動に

よる環境への影響に関する基本理念の改正です

が、このうち、①の栄養塩類管理制度の創設は、

栄養塩類の「排出規制」一辺倒から、きめ細か

な「管理」への転換を図るものです。

　平成27年に瀬戸内法が大幅改正された際、「政

府は施行後５年を目途に栄養塩類の管理の在り

方について検討を加え所要の措置を講ずる」旨

※0.2mg/ℓ以下では生物生産性の低い海域とされる

図９　1997 年（H９）瀬戸内海区の海水中窒素濃度の分布

瀬戸内海の海水中窒素濃度の推移

※0.2mg/ℓ以下では生物生産性の低い海域とされる

図10　2017年（H29）瀬戸内海区の海水中窒素濃度の分布
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の附則が添えられており、今回の改正は、その

附則に答える形で、新しい栄養塩類の管理の在

り方を、５年間の検討結果として示したもので

す。また、この改正には、前述の水産技術セン

ターのイカナゴを対象にした研究成果が大きく

貢献しました。

　創設された栄養塩類管理制度は、知事が策定

する栄養塩類の管理に関する計画に基づいて、

地域ごとのニーズに応じて一部海域への栄養塩

類の供給を可能にする制度です。水質環境基準

の範囲内において周辺環境の保全との調和を図

りながら、栄養塩供給が必要な海域や季節には、

きめ細かな管理の下で栄養塩類の供給を行い、

将来にわたる多様な水産資源の確保を目指しま

す。

６　おわりに

　知事による海域ごとの栄養塩類管理計画が策

定されると、当面、ノリの色落ち対策として栄

養塩類の供給対策が実施されやすくなります。

また、イカナゴなど栄養塩の減少に影響を受け

やすいとされる資源の漁獲量回復も期待されま

す。湾灘ごとの関係者による合意形成をいかに

実現していくかという課題も残されています

が、今後も漁業者と行政、研究機関が協働して

豊かな海を取り戻すための様々な取り組みを展

開していく見込みです。

　しかし、この取り組みを進めるためには一般

の方々の理解が必要です。このため、兵庫県

では平成30年４月、兵庫県漁連、兵庫県などで

「ひょうご豊かな海発信プロジェクト協議会」

を組織し、豊かで美しい海の理念啓発や県内水

産物の消費喚起などを行っています。

　また、令和４年11月には、「第41回全国豊か

な海づくり大会兵庫大会～御食国ひょうご～」

が兵庫県明石市で開催されます。この大会を通

じて本県の取り組みを全国に発信し、漁業者が

目指す豊かな海の創出に向けた取組の輪を広げ

ていきます。

　開催日 令和４年11 月13 日(日)

　開催場所

　　式典行事：明石市立市民会館

　　海上歓迎・放流行事：明石港ベランダ護岸

式典行事イメージパース

海上歓迎・放流行事イメージパース

大会キャラクター　はばタン
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１．はじめに

　当センターでは、台風や地震、津波などによ

り漁港等の施設が被災した場合、予め締結し

た｢漁港等の施設の災害復旧支援に関する協定｣

に基づき、要請のあった市町村に対し、災害復

旧事業に関する支援業務を行っています。支援

業務の対象は、災害発生時の災害速報の作成か

ら災害査定及び災害復旧完了までです。（詳し

くは、当センターのホームページをご覧くださ

い。）

　このうち、現地調査、とりわけ初動調査にお

いては、迅速かつ的確に被災状況を把握するた

め、状況に応じて、ドローンの使用により作業

の効率化を図ります。ドローンを使用すれば、

上空から広範囲の被災状況が確認でき、離岸堤

等の徒歩で容易に近づくことが困難な構造物で

あっても、陸上から被災状況を確認できるため

です。そのため、要請時に対応可能なドローン

の運行体制を整備する必要がありました。

２．ドローン運行体制の整備　

　はじめに、ドローンの故障や紛失・逸失など

が発生した場合であっても業務が遂行できるよ

う、本・支所ごとに予備機を含めた機体数を確

保しました。

　次に、支援要請があった際、迅速に業務が遂

行できるよう、当センター本・支所の技術職員

は、「無人航空機の操縦者に対する講習等を実

施する団体」による無人航空機操縦技能講習（10

時間以上の飛行を含む）を受講し、無人飛行機

を安全に飛ばすための法律やルールなどの知識

と技能を体得しました。併せて、国土交通省の

「無人航空機の飛行に係る許可・承認」を取得

しました。

災害復旧支援に向けた具体的な取り組み

当センター松江支所技術部技術課課長代理 　持　田　享　一

写真−1　無⼈航空機操縦技能講習の受講状況
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３．ドローン操縦技能の維持・向上　

　ドローン事故の原因としては、操縦者のスキ

ル不足、急な天候の変化、機体のメンテナンス

不足、電波障害が挙げられますが、いずれも最

終的には墜落してしまいます。「急な天候の変

化」の原因として多いのは風によるもので、風

にあおられた障害物等への接触や、向かい風に

よるバッテリー切れなどがあり、「操縦者のス

キル不足」を含め、操縦技能の維持・向上が必

要不可欠となります。

　ドローン操縦において、離陸・浮上、前後左

右水平移動のみの単純な飛行は比較的簡単です

が、旋回や対面飛行、組み合わせ飛行は、リモ

コンの左右動作が逆になるため、慣れが必要で

す。また、飛行中のドローンと自分、ドローン

と障害物の距離感を把握するのも、慣れが必要

です。つまり、ドローン操縦技能は「体得する

もの」ということになります。

　通常業務で頻繁にドローンを操縦することが

ないため、何もしないでいると、操縦技能の低

下（ペーパードライバー化）が否めません。特

に、構造物にある程度接近して損傷等の有無を

確認するような場合、少しの低下であっても接

触・墜落に繋がる恐れがあります。

　操縦技能を維持・向上させるためには、こま

めに練習するのが一番です。しかしながら、実

際には手軽に利用できる場所はあまり多くな

く、①ドローン飛行場（地方都市は少ない）、

航空法で定められたドローン飛行禁止区域以外

の②河川敷などの官有地（要管理者許可）また

は③私有地（要所有者許可）、④屋内などから

都合のよい場所を選択することになります。

　練習は、「屋外」で「本格的な機体」で行う

のが理想的ですが、前述の屋外での練習は、①

事前に飛行場所の許可や予約をする必要があ

る、②天候不良により飛行できない場合がある

ため、頻繁に行うことは困難です。そのため、

何とか「屋内」で練習できないかということに

なりますが、近隣に屋内練習場がないため、必

然的に職場または自宅などの「狭い屋内」となっ

てしまいます。そのため、機体サイズが小さく、

操縦技能の練習機となりそうなドローンがな

いかと調べたところ、機体重量が100ｇ程度で

5,000 ～ 10,000円程度のものがありました。こ

れくらい軽量であれば、墜落しても機体の壊れ

る確率は低く、壊れても金額的に諦めがつき、

また室内の物品に衝突しても問題なさそうであ

ることから、現在、練習機として試してみるこ

とを検討しているところです。

４．航空法等の改正

　現時点における、無人航空機に関する航空法

等の主な改正内容は下記のとおりです。（国土

交通省ホームページより抜粋）

（１）無人航空機の登録制度の創設

　令和２年６月24日公布の改正航空法に基づ

き、無人航空機の機体の登録制度が創設され、

令和３年11月25日に公布された政省令等によ

り、令和４年６月20日に無人航空機の登録が義

務化されることとなりました。これに先立ち、

令和３年12月20日から事前登録が受付開始と

なっています。この「無人航空機の登録」は、

すでに「無人航空機の飛行に係る許可・承認」

を取得している場合であっても、新たに行う必

要があります。また、３年ごとの更新登録が必

要です。

　登録後に国土交通省から通知される登録記号

は、無人航空機の容易に取り外しができない外

部から確認しやすい箇所にマジックやシールな

ど耐久性のある方法により規定の文字の高さで

表示しなければなりません。

　併せて、識別情報を電波で遠隔発信するリ

モートＩＤ機能を機体に備えなければなりませ

ん。ただし、事前登録期間中に登録手続きを行っ

た無人航空機等、リモートＩＤ機器等の搭載が

免除される場合があります。リモートＩＤ機能

は、内蔵型と外付型に分類されます。外付型は

機体と同じメーカーが提供する以外にも、外付

型を単品として販売する場合もあります。いず

れの場合であってもそれらの機器は技術規格書

に準拠して開発・製造されたものであって、航

空局への届出を義務付けています。
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（２）無人航空機の操縦者技能証明制度の創設

　令和３年３月９日に閣議決定された航空法改

正案において、「国土交通大臣が無人航空機の

操縦者の技能を証明する制度（技能証明制度）

の創設」が盛り込まれています。今後の航空法

及び政省令等の改正状況に注視し、必要に応じ

た対応を行いたいと考えています。

５．おわりに

　災害はいつ発生するか予測できません。ド

ローンの操縦技能が維持・向上できるよう、日

頃から機会を設けてドローンを飛行させるよう

心がけ、支援要請があった際に業務が遂行でき

るよう備えたいとおもいます。

　「漁港等の施設の災害復旧支援に関する協定」

等についてご質問がございましたら、当セン

ターまでご連絡ください。

＜参考＞

（１）国土交通省（無人航空機（ドローン・ラジコ

ン機等）の飛行ルール）：https://www.mlit.

go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

資料−1　無⼈航空機の登録制度の創設（国土交通省ホームページより）



− 19 −

１. はじめに

　令和２年度決算検査報告は、昨年11月５日に

森田会計検査院長から岸田内閣総理大臣に手交

され、国会に報告されました。その内容は、指

摘件数210件、指摘金額2108億7231万円でした。

数字を見ると、令和元、２年度は新型コロナに

よる緊急事態宣言の影響を受け、ほぼ２年間、

実地検査を取り止めたため、指摘件数は過去10

年間で最少でした。

　会計検査院は、令和３年度決算検査報告を取

りまとめるための実地検査を昨年10月から、新

型コロナ流行以前の通常のスケジュールで実施

しています。次回の受検対象件数は、２か年分

がオンされるために、事前の計画、設計、積算、

施工に対する十分な点検が必要です。

　今回は、その点検の一助となるように、

(1)設計：「そんな誤り、どうしたら分かる

の？」

(2)設計：「簡単そうでも、自分でやると難し

いね。」

(3)積算：「思い込みのミスはどうしたら防げ

るの？」

(4)施工：「見れば分かるでしょ、早く手当て

してよ。」

と４つのフレーズで象徴される事例を紹介しま

す。

　今回の事例は、漁港や港湾工事に関係はあり

ませんが、調査官の視点、ミスを生じる原因は

事業種別や府省、自治体等の区別に限らず同様

のものです。自分に関係ない他事業のことと思

わずに、その指摘に至った背景を覚えておいて

ください。

２．指摘事例と解説

（１）設計：「そんな誤り、どうしたら分かるの？」

橋台胸壁の設計不適切（平成28年度検査報告）

《工事の概要》

 鳥取県は、橋梁（橋長43ｍ、幅員10ｍ）を新

設するために、下部工として橋台２基（右岸側

を「Ａ１橋台」、左岸側を「Ａ２橋台」）の築造、

上部工としてＰＣ桁の製作、架設等を工事費

310,600千円で実施した。

　本件橋梁は、地震時のＰＣ桁の落下防止のた

めに、橋台の胸壁とＰＣ桁とをＰＣ鋼材で連結

する落橋防止構造をＡ１橋台」、左岸側を「Ａ

２橋台」）の築造、上部橋台及びＡ２橋台の胸

壁に各９個、計18個設置していた（参考図参照）。

　同県は、胸壁の設計に当たり、落橋防止構造

の位置を橋台の橋座面から上方900mmの高さに

落橋防止構造を設置すれば地震時に、応力計算

上安全であるとしていた。その後、同県は、各

ＰＣ桁を横締めする鋼材の位置が落橋防止構造

の位置とほぼ同じ高さになることから、落橋

防止構造の位置をＡ１橋台では橋座面から上方

1,122mmの高さ、Ａ２橋台では同じく1,139mmの

高さへ移動して設計図面を作成し、施工してい

た（参考図参照）。

《検査の結果》

　検査したところ、落橋防止構造の位置を上方

へ移動すると、胸壁に作用する曲げモーメント

が増加するのに、同県は、落橋防止構造の位置

の移動を踏まえた胸壁の応力計算を行っていな

かった。

　そこで、改めて落橋防止構造の位置を移動後

の高さで胸壁に作用する曲げモーメントを算出

受検アドバイス（第21回）
「注意すべき、誤りの典型例」

当センターアドバイザー

福田技術士事務所代表 　福　田　健　志
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したところ、Ａ１橋台では931kN・m、Ａ２橋台

では1,053kN・mとなり、最大抵抗曲げモーメン

ト868kN・mを大幅に上回っていて、応力計算上

安全とされる範囲に収まっていなかった。

　したがって、本件胸壁及びこれと落橋防止

構造で連結されているＰＣ桁等（工事費計

202,363千円）は、地震時に所要の安全度が確

保されておらず、交付金計141,654千円が不当

と認められる。

　このような事態が生じていたのは、同県にお

いて、委託した設計業務の成果品に誤りがあっ

たのに、検査が十分でなかったことなどによる

と認められる。

（参考図）

橋梁概念図

コメント

　本件の指摘事態は、落橋防止構造の位置を変

えて、その際に変更位置での設計計算を行わな

かったために生じた誰でも簡単に見つけられる

と思わせる記述です。しかし、その発生原因は、

「同県において、委託した設計業務の成果品に

誤りがあったのに、検査が十分でなかった。」

という文章からは想像もつきません。

　橋梁の設計を受託した設計コンサルタントの

設計担当割は、上部工と下部工が別の設計部門

でした。下部工の担当者は、橋台胸壁の落橋防

止構造の設置位置を橋座からの配筋に影響のな

い最適な位置で決め、また、上部工の担当者も

ＰＣ桁の設計でＰＣ鋼材の配置されていない最

適な横締め位置を決めました。各々設計が完成

し、これらを重ね合わせたら、何と奇跡のよう

に落橋防止構造と横締めの位置が重なっていま

した。鉄筋やＰＣ鋼材が入り組んでいる橋台胸

壁やＰＣ桁では、最適な施工性を考えると各貫

通穴の位置が同じ高さになってしまうのかもし

れません。この事態を設計図書の納品前に設計

コンサルタントの担当者が気付いて、ＰＣ桁は

桁内部のＰＣ鋼材の配置の関係で横締め位置を

動かせられないため、橋台胸壁の落橋防止構造

の位置を20㎝程度上方にずらして対応しまし

た。慌てて納品したのか、再度胸壁の応力計算

を行うのを失念してしまったようです。

　本件では、橋台の胸壁（下部工）とＰＣ桁（上

部工）の設計を並行して別の担当者が行ってい

ますから、両者の取り合いとなる各貫通穴の位

置などは、設計担当者同士が事前に十分確認し、

調整する必要があります。また、設計に携わる

者は、設計条件、作用位置等を変更したら、必

ず、作用する応力を確認し、再計算する習慣を

身に付ける必要があります。この変更は、設計

コンサル内部で気付いたもので、発注者には知

らされませんでした。

　このようなミスを発注者が把握するには、定

期的な設計者との協議、或いは打ち合わせの際

に、前回との変更点等を丹念に聞いて、変更が

あれば、その変更内容と設計計算等の対応を聞

くしかありません。つまり、発注者は、本件を

指摘した調査官のように、胸壁や落橋防止構造

の応力計算と図面を突き合わせながら丹念に確

認するしかないでしょう。

（２）設計：「簡単そうでも、自分でやると

　難しいね。」

落石防護柵の設計不適切 (令和元年度検査報告)

《工事の概要》

　宮崎県は、県道の防災対策として、落石防護

柵を設置するなどの工事を21,018千円で実施し
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た。

　このうち落石防護柵は、延長211ｍにわたり

高さ2.0ｍの支柱を約3.0m間隔で設置し、各支

柱間にワイヤロープ及び金網を取り付けた構造

となっている。

　同県が本件設計で適用した「落石対策便覧」

によれば、落石の跳躍高は一般的に斜面から直

角に測った高さ2.0ｍであることから、高さが

2.0ｍとなるよう最低柵高を設定することとさ

れている。さらに、落石防護柵の背面に平場が

ある場合、平場の幅が狭いほど落石が落石防護

柵に衝突する高さが高くなるなど、その幅に

よって落石が落石防護柵に衝突する高さが変わ

ることから、平場の幅を考慮して最低柵高を設

定することとされている。

　同県は、本件落石防護柵の設計に当たり、落

石の跳躍高を2.0ｍと想定するとともに、設置

区間を２工区に分け、各工区１か所を選定して

現地を調査し、落石防護柵背面の平場の幅がそ

れぞれ1.0ｍ及び1.5ｍであることなどを考慮し

て、高さが2.0ｍとなるよう最低柵高を全延長

にわたって一律に2.0ｍと決定して設計し(参考

図１参照)、施工していた。

《検査の結果》

　検査したところ、両工区には、同県が現地調

査を行った上記の２か所よりも平場の幅が狭

かったり、平場が全くなかったりしている箇所

が多数あったのに、本件落石防護柵の設計に当

たり、このような実際の平場の幅の状況につい

て考慮していなかった。

　そこで、便覧に基づき、現地の再調査の結果

確認された平場の幅を考慮して、改めて本件落

石防護柵の最低柵高を算出すると、両工区にお

ける計４区間の延長計41.9ｍにおいて最低柵高

が2.0ｍを上回ることとなる。このうち、各区

間の最低柵高が最も高くなる箇所は、2.39ｍ(平

場の幅0.7ｍ)から4.0ｍ(同０ｍ)となり、高さ

は最大で0.39ｍから2.0ｍ不足していた(参考図

２参照)。

　したがって、本件落石防護柵のうち延長計

41.9ｍ(工事費4,063千円)は、工事の目的を達

しておらず、交付金2,592千円が不当と認めら

れる。

　このような事態が生じていたのは、同県にお

いて、現地における平場の状況に関する確認が

十分でなかったことなどによると認められる。

(参考図１)

設計上の平場の幅を前提とした落石防護柵等の概念図

(参考図２)

平場の幅が設計よりも狭い区間における落石防護柵
等の概念図　　　　　　　　　　　　　　　　　
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コメント

　調査官は、落石防護柵の知識が豊富だったよ

うで、検査会場で設計計算と関係書類、そして

施工写真を見比べて、高さ２ｍの柵で良いのか

なと疑問を持ちました。そして、現場に行くと、

設計の前提条件と異なり、柵の背後の平場がほ

とんどない箇所ばかりでした。

　本件は、設計が比較的簡単そうなので当局が

直営で現地を調査し、設計しました。現地調

査は、各工区１か所づつ計２か所の現地調査を

行ったと記述されていますが、せっかく現場ま

で行ったのに２か所は少な過ぎませんか。柵の

背後の平場の幅を水平方向に全区間211ｍ計測

するのにそれほど時間はかからないような気が

します。防護柵の設計計算において、柵高は重

要なポイントですから、平場の幅はきっちり調

べる必要があったはずです。このように設計計

算に大きく影響し、現地確認がしやすい計数は

重要なチェックポイントですから、調査官のね

らい目です。

　本件は、安全な構造物の設計には、設計基準

や計算式を十分理解することと、現場状況を十

分把握して計算に必要なデータを集めることが

重要であり、生半可な知識では指摘を受けるこ

とを教えています。

　職員の技術力向上などのために、直営で設計

する場合、同種工事の設計経験者の指導を受け

るとか、設計コンサルタントの設計業務、現地

踏査に監督として同行し、設計方法、現地踏査

方法を勉強してから直営で実施するとか、良き

指導やお手本があってこそ、安全な設計ができ

るのではないでしょうか。

（３）積算：「思い込みのミスはどうしたら

　防げるの？」

道路土工の積算過大  　(平成29年度検査報告)

《工事の概要》

　大分県豊後大野市は、市道を付け替えて幅

員7.0ｍの道路に改良するために、道路予定

地の地山の土砂及び軟岩の掘削工等を事業費

137,779千円で実施した。

　同市は、軟岩の掘削工費の算定に当たり、当

初設計では、掘削箇所の切取り面が水平又は緩

傾斜となっていることから、現場条件が良い場

合に適用するオープンカットで積算していた。

　そして、請負人は、平成27年２月からオープ

ンカットにより軟岩の掘削を行っていたが、地

山の谷側に深い亀裂が広範囲に生じ、以後の施

工が困難であるなどとして、同年４月に同市に

対して工法変更に係る協議の請求等を行った。

　そこで、同市は、現場調査を行った結果、オー

プンカットでは谷側の施工が困難であると判断

し、現場条件が悪い場合に適用する片切掘削が

妥当であるとして、請負人に対して、谷側から

幅5m分については片切掘削によることとする指

示及び図面の変更（以下「指示等」）を行った

（参考図参照）。そして、同市は、軟岩全土量

24,630㎥のうち谷側から幅５ｍ分の土量12,210

㎥の掘削工法をオープンカットから片切掘削へ

変更するなどする設計変更を行い、工事費を当

初の契約額115,020千円から137,779千円へ増額

の契約変更を行った。

《検査の結果》

　検査したところ、上記の12,210㎥には、同市

が指示等を行った時点で既に掘削が完了してい

た谷側から幅５ｍ分の軟岩3,400㎥が含まれて

いた。

　したがって、12,210㎥のうち3,400㎥を除い

た8,810㎥を設計変更の対象土量とするなどし

て工事費を修正計算すると133,051千円となる

ことから、前記の工事費は4,728千円が過大と

なっており、交付金3,073千円が不当と認めら

れる。

　このような事態が生じていたのは、同市にお

いて、設計変更における対象土量に対する確

認が十分でなかったことなどによると認められ

る。
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（参考図）

 

掘削する断面の概念図

コメント

　調査官は、掘削工法の変更に伴う契約変更額

の増加が大きかったことから、設計変更の数量

計算書に用いた図面等を精査して、誤りを発見

しました。

　オープンカット工法は、地山の軟岩をレーキ

付きブルドーザのような大型機械で施工するの

に対して、片切工法は、表層から５ｍ以内の風

化した軟岩を、ブレーカ、小型バックホウ等で

施工するため、作業性が悪く、単価が高くなり

ます。

　発注者は、工法変更に当たって、谷側から５

ｍ以内の現場条件が悪い箇所を片切掘削にし

て、請負者が地山掘削工法の変更を申し出るま

でに大型機械で施工した部分3400㎥も含めて片

切掘削として処理しました。しかし、この3400

㎥部分は、契約変更の申請もなく、大型機械で

施工済みですから、オープンカットの単価を適

用するのは当然です。

　発生原因は担当者の基準の理解不足や誤認で

したが、本件のように基準の適用誤りは、自分

で気付いて修正するのは難しいので、内部での

チェックや上司等が決裁する際に、変更額の大

きな工種は必ず積算根拠を担当者に確認して正

すしか方法はないように思います。

　その際に、施工済みの3400㎥部分が谷側だか

ら片切掘削の単価でも良いかと迷ったり、積算

基準の解釈や適用に自信がなかったりする場合

があるかもしれません。その時は、県等の上位

機関、基準制定者に迷わず確認することが大切

です。

（４）施工：「見れば分かるでしょ、早く手当て

　してよ。」

園路舗装の施工不良  　(平成27年度検査報告)

《工事の概要》

　静岡県函南町は、運動公園の園路広場整備工、

上水道設備工等を工事費215,250千円で実施し

た。

　このうち、園路広場整備工は、ウレタン製の

クッションマット遊具（直径4.0ｍ、高さ0.75ｍ）

を設置し、その周囲347㎡に、遊具と一体とし

て利用するための広場として、アスファルト等

により基層を施工した上に弾性のあるゴムチッ

プを用いたゴムチップ弾性層を施工した弾性ゴ

ム舗装を施工した子供広場を整備するなどした

ものである。

　同町は、弾性ゴム舗装の施工を「土木工事共

通仕様書」に基づいて行っている。仕様書によ

れば、弾性ゴム舗装の施工に当たっては、弾性

ゴム舗装を構成する基層とゴムチップ弾性層と

を密着させるために、プライマーを全面に塗布

しなければならないとされている。

《検査の結果》

　弾性ゴム舗装の施工状況等について確認した

ところ、プライマーは、接着剤として基層の全

面に塗布されなければならないのに、不規則な

縞模様状に一部しか塗布されていなかった。こ

のため、ゴムチップ弾性層が基層から剥離して

不陸や目地での段差が多数生じていた。

　そして、同町は、子供広場を利用する児童等

が転倒するおそれがあるなど、安全な利用がで

きないとして、子供広場への立入りを制限して

いた。

　したがって、子供広場（工事費13,253千円）

は、弾性ゴム舗装の施工が著しく粗雑であった

ため、不陸や段差が生じていて、安全な利用が
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できない状況となっており、工事の目的を達し

ておらず、交付金6,626千円が不当と認められ

る。

　このような事態が生じていたのは、請負人が

粗雑な施工を行っていたのに、これに対する同

町の監督及び検査が十分でなかったことなどに

よると認められる。

コメント

　本件の施工業者は、通常の道路舗装の経験は

あっても、公園のゴムチップ弾性層の施工経験

が不十分で、仕様書を十分理解していなかった

ようです。これに加えて、発注者が施工業者の

施工能力や技術力を把握していなかったこと、

そして、発注者にとっても、目新しいゴムチッ

プ弾性層舗装に対して施工監督を仕様書や図面

に基づいてきちんと行わず、現場確認が不十分

であったことが原因です。また、公園管理者は、

竣工後に、ゴムチップ弾性層が剥離し、不陸や

段差が生じ、子供たちの安全が確保できないの

で、子供広場の利用を制限していたのに、本件

の担当部署に報告せず、何ら対策も取らずに放

置していました。これは、国庫補助事業で整備

した施設の有効利用の観点からも指摘されても

仕方ない状況であり、管理者として猛省すべき

事態です。また、本件の担当部署は、実地検査

前に検査対象の現状を把握して、小さなクラッ

クでも補修している発注者が多い中で、一度も

現場を確認していなかったことが一番の問題点

です。こんなに施工不良が分かりやすい案件は

初めてです。早めに見つけて修復していれば、

当然指摘を受けずに済んだ事態です。読者は、

このようなことがないように、受検前の現場点

検をお願いいたします。

３．おわりに

　実地検査は全国的に佳境に入りつつあります

が、最近の検査院では、若手調査官の工事検査

力の低下を心配しているように感じます。

　テーマ検査では、班で検査マニュアルを作っ

て検査するため、どの調査官が検査しても同様

の検査結果が得られますが、個別契約の工事検

査では、マニュアルがないため、結果は個人の

能力次第です。

　工事検査力の低下は、テーマ検査に慣れ親し

み過ぎた結果とも言えます。そして、今の若

者は、筆者が若手の頃は至極当然だった先輩調

査官や副長からの昼夜の手取り足取りのオンザ

ジョブトレーニングをあまり好まないことも一

因でしょう。皆さんの組織の技術力の伝承は、

どうでしょうか。

　筆者は、「心配ご無用、大丈夫だよ。」という

力強い返答を期待しています。

（注）事例は決算検査報告原文を簡略しています。

また、事例のアンダーラインは筆者が留意す

べき箇所に引いたものです。事例の原文は会

計検査院ホームページの検査報告データベー

スで確認してください。



− 25 −

期　日 業　務　内　容 場　　　　所

11月5日 水産工学技士フォローアップ研修会（札幌会場） 北海道自治労会館

（北海道）

11月10日 新長期計画策定に向けた全国集会に出席 ニッショーホール

（東京都）

11月15日～

11月19日

令和3年度水産工学研究会にメール会議にて出席 水産技術研究所（茨城県）

11月16日 水産工学技士検討委員会 当センター内（東京都）

11月26日 水産工学技士フォローアップ研修会（沖縄会場） 沖縄県青年会館（沖縄県）

11月26日 各研究部会研究課題報告会に出席 Ｗｅｂ開催

12月1日 漁港漁場漁村総合研究所第15回調査研究成果発表

会に出席

全電通労働会館全電通

ホール（東京都）

12月６日～

12月10日

水産工学技士養成講習会（福岡会場） 福岡県中小企業振興センター

（福岡県）

12月７日 有性生殖・サンゴ再生支援協議会 Ｗｅｂ開催

12月13日 令和３年度水産工学関係研究開発推進会議に

Ｗｅｂ会議にて出席

水産技術研究所（茨城県）

2022年

１月５日

大日本水産会賀詞交換会に出席 赤坂インターシティＡＩＲ

（東京都）

１月12日～

13日

水産土木工事実施担当職員研修会 東銀座会議室（東京都）

１月14日 水産工学技士検討委員会 当センター会議室（東京都）

１月19日 水産工学技士企画委員会 当センター会議室（東京都）

１月26日 漁港漁場漁村整備促進議員連盟定時総会に出席 自民党本部701号（東京都）

編集・発行　 一般社団法人  水産土木建設技術センター　会報No.137　 （2022年１月31日発行）

●　センター業務（2021年11月１日～ 2022年１月31日）


